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問い合せ先 日本年金機構 鳥取年金事務所　☎27-8311　　住民生活課　保険係　☎73-1415

　１月は、成人式の行われる月となります。新成人の皆さんは、年金加入の手続きはされましたか？

　国民年金は、老後の収入としてだけでなく、病気や怪我で重度障がいが残ったときにも年金を支給し、サ

ポートする公的年金制度で、国が運営しています。

　年金は、日本国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての方が加入する制度です。加入者は１～３号

の３種類に分かれていて、それぞれ加入手続きをお願いします。万が一のためにも20歳になったら忘れず

に年金加入の手続きをしましょう。

区　　　　　分 加入の手続き 保　険　料

第１号被保険者
（自営業・農業・学生等）

住所地の市町村役場の国民
年金窓口に自分で手続きを
します。

月額15,020円（平成23年度）を
自分で納めます。

第２号被保険者
（厚生年金や共済年金に加入している人）

勤務先が手続きをします。
給料から天引きされるため、個
人で納める必要はありません。

第３号被保険者
（第２号被保険者に扶養されている配偶者）

健康保険の扶養の手続きと
同時に配偶者（第２号被保
険者）の勤務先が手続きを
します。

配偶者（第２号被保険者）が加
入している制度全体で負担して
いますので、保険料を納める必
要はありません。

※学生である場合など、収入が少ないために国民年金の納付ができない場合は、申請により保険料の納付が
猶予・免除となる制度があります。
　納付猶予・免除の申請を行わず一定期間を過ぎて未納状態となると、後で支払うことができなくなります
ので手続きは早めに行いましょう。

20歳になったら国民年金の
　　　　加入の届出が必要です。
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、
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対 象 家 畜

牛、水牛、鹿、めん羊、

山羊、馬、豚（ミニ豚、

イノブタ）、イノシシ、鶏、

（烏骨鶏など「鶏」が名

につくもの）、うずら、

あひる（あいがも）、きじ、

だいちょう、ホロホロ鳥、

七面鳥
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